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 あけましておめでとうございます。 

新しいデザインの紙幣が手元にきて使う頻度が多くなってきました。旧紙幣と混ざってい

ると同じ金額の紙幣でも違うように思えて面白いですね。様々な変化を取り入れ楽しんで

いきましょう。本年もよろしくお願いいたします。 

 

   使用水の衛生管理について    

みなさんが毎日使用している水は安全ですか？ 

食品取扱施設では、手洗いに始まり食品の製造や調理加工、器具洗浄や厨房内の清掃など

大量の水を様々な目的で使用します。 

使用する水の管理不足が原因で営業できなくなるため 

衛生管理は非常に大切です。 

始業前に味、臭い、色、濁り、異物を確認して使用水点検記録表に記入していますか？ 

 

使用水からの食品危害を防ぐ 

① 井戸水（飲用に適する水）の管理 

・年１回の水質検査→成績表は１年保管 飲用不適の場合は使用中止！ 

・汚染の恐れ→その都度検査 

・滅菌装置などの作動確認と記録 

 

② 貯水槽の管理 

・定期的な清掃と清潔保持 

・清掃をした証明書を１年間保管 

 

③ 氷の管理 

・適切に管理された水から製造 

・衛生的な取り扱いと保存 

 

貯水槽を設置している場合や井戸水等を殺菌・ろ過して使用する場合は、残留塩素濃度を確認

し記録しましょう。 

 

◆食品の製造に用いる水は「食品製造用水」でなければなりません。 

水道水以外の水を用いる場合には、定期的な（１回/年以上）専門業者による検査とと

もに色や臭いなどに異常がないこと、遊離残留塩素濃度が 0.1ppm 以上であることの確認

が必須です。水道水であっても、配管の劣化によるサビの発生が製品に影響する場合があ

ります。 

毎日確認することで異常時に「いつもと違う」と感じることができ、使用水からの食品危

害を防ぐことができます。 

 

残留塩素は、始業前に確認して下さい。(午前・午後１回ではありません) 

大量調理施設衛生管理マニュアルでは『残留塩素が 0.1ppm 以上であることを始業前及び

調理作業終了後に毎日検査し、記録すること』と記載されています。 

残留塩素が 0.1ppm 以下または反応しない場合は、責任者に水が使用できない旨を連絡し

てください。（0.1ppm 以上ない場合は調理中止です）ただ測定すれば良いと勘違いしてい

る人がいるので注意しましょう！ 

記録に『反応なし』や『0.05』と書いてあっても平気で作業している人がいます。 

測定値が 0.1ppm 以下の場合はどう対処したか？再検して 0.1ppm 以上の数値が出たか？記

録＆確認して下さい。 

 ↑測定していないのにヤラセで書いている施設、残留塩素試薬がぜんぜん減っていない施設があります！ 

私達プロは色々な見分け方がありバレバレですよ～（笑） 

                                           

★長野事務所の甘利 ３月２０日退職します！（編集後記を兼ねてご挨拶） 

2025 年 3 月 20 日付けで退職することになりました。35 歳の時に中途採用になり勤続 31 年です。

後任は勤続 17 年の木次さんです。木次さんは私が育てた（笑）秘蔵っ子で衛生検査は甘利より厳

しいという噂もあります。私のお客様を引き継いでくれるのは彼女しかいないと思い、ここ数年は

同行して完璧に引き継ぎしたつもりです。本人は不安しかない！と愚痴をこぼしておりますけど（笑） 

どうか暖かい目で育てて下さい。 

35 年の歴史には、お客様のお役に立てて褒められたこともありますが、お叱りをうけたこともあり

ます。チョンボもしました。（泣）食品関係のお仕事ですので、給食の味見をさせて頂いたり時に

は自社製品の試食や規格外製品を頂いたり（どこかの知事と違いおねだりはしていません）応援しているサ

ッカーの招待券も！プライベートでお客様のお店に伺った時は、粋にワインを差入れして頂いたり

割引券を頂いたり本当に良くして頂きました。 

４月からなにをする訳ではありませんが、（もしかしたら単発で信濃公害のアルバイトしているかも笑）

年金で暮らせるほど楽ではないので、ほか業種の短時間の仕事を探し猫のボラも続ける予定です。

ねこの命をつなぐ会のブログで近況をお知らせしています。本当に長い間お世話になりました。 

どこかで見かけましたら声を掛けて下さい。So long! (⌒∇⌒)ノ”” 
長野事務所が留守の場合は本社に連絡下さい。または、kensafer@eco-skk.com にメールお願いし

ます。いま使用している甘利の携帯は会社用なので返却となります。    長野事務所 甘利     

 

前向きな姿勢と積極的な行動で お客様に感動をあたえよう！             

   衛生検査所登録 79 号  株式会社信濃公害研究所             

松本 0263-36-5075 長野 026-214-2679 佐久 0267-56-2189（代表）          

 


